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「開発許可制度の手引」の位置づけ 
 

行政手続法（平成５年法律第 88 号）によると、行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその

法令の定めに従って判断するために必要とされる基準（以下「審査基準」という。）を、当該許認可等の性質に照

らしてできる限り具体的なものとして定めなければならず、行政上特別の支障があるときを除き、法令により当該

申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなけれ

ばならないとされています。 

本手引はこの審査基準に相当する部分を多く含んでいますが、手引の中で基準という表現で示している部分はもち

ろんですが、そう表現していなくても法律の解釈を示している部分もあり、それらも審査の前提となるため審査基準

の一部と位置づけるものです。 
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